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【手続補正書】
【提出日】平成29年1月25日(2017.1.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
炭素数２～６の範囲のアルキレン基単位及びフェニレン基単位の重合体からなる連続相(
但し、前記アルキレン基単位は前記フェニレン基単位の少なくとも１及び４位に結合する
)に触媒金属ナノ粒子が分散した複合体であって、
前記重合体は、前記アルキレン基単位の間に硫酸基架橋を有し、かつ前記硫酸基架橋の含
有量は、アルキレン基単位とのモル比で、０．０００１～０．１の範囲であり、
前記触媒金属ナノ粒子の少なくとも一部は粒子径が、２０ｎｍ以下である前記複合体。
【請求項２】
アルキレン基単位は、炭素数２～４の範囲である、請求項１に記載の複合体。
【請求項３】
前記アルキレン基単位は前記フェニレン基単位の１、２及び４位又は１、２、４及び５位
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に結合する、請求項１または２に記載の複合体。
【請求項４】
前記重合体からなる連続相の質量と前記触媒金属ナノ粒子の質量の比は、１００：０．１
～１０の範囲である請求項１～３のいずれかに記載の複合体。
【請求項５】
前記触媒金属ナノ粒子を構成する触媒金属は、鉄、ニッケル、コバルト、ルテニウム、ロ
ジウム、パラジウム、イリジウム、白金及び金から成る群から選ばれる少なくとも1種の
金属である請求項１～４のいずれかに記載の複合体。
【請求項６】
前記触媒金属ナノ粒子がＰｄナノ粒子であり、その少なくとも一部は粒子径が、２～１０
ｎｍの範囲である請求項１～５のいずれかに記載の複合体。
【請求項７】
前記触媒金属ナノ粒子がＮｉナノ粒子であり、その少なくとも一部は粒子径が、５～２０
ｎｍの範囲である請求項１～５のいずれかに記載の複合体。
【請求項８】
基板及び前記基板の少なくとも一部の表面に設けた請求項１～７のいずれかに記載の複合
体を含む複合構造体。
【請求項９】
前記基板は、金属、ガラス、セラミックス又は樹脂である、請求項８に記載の複合構造体
。
【請求項１０】
基板表面上で、触媒金属化合物の存在下で、２以上のアルキル基を有するベンゼン化合物
（２つのアルキル基は１及び４位にある）を脱水素縮合させて、請求項１～７のいずれか
に記載の複合体を形成することを含む、請求項８に記載の複合構造体の製造方法。
【請求項１１】
前記基板は、表面に硫黄（Ｓ）を結合又は吸着させた基板または表面に硫黄（Ｓ）を結合
又は吸着させていない基板である請求項１０に記載の製造方法。
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